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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多層材料から作製される基部および側壁を含む調理容器であって、前記多層材料が、容
器の外側から容器の内側へ順に：
　３０℃と３５０℃との間のキュリー温度および６．５・１０－６　Ｋ－１以上の熱膨張
係数を有する強磁性合金層からなり、その化学組成は、

【化１】

の重量パーセントであり、残りは、鉄、及び溶錬から生じる不純物であり、該化学組成が
、さらに以下の関係：
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【化２】

を満たしている外側部分、
　アルミニウム、アルミニウム合金および銅から選択される少なくとも１つの層を含むコ
ア、及び
　６．５・１０－６　Ｋ－１以上の熱膨張係数を有している内側部分、
を含む調理容器。
【請求項２】
　前記外側部分が、更にオーステナイトステンレス鋼の２層間に挿入されている、請求項
１に記載の調理容器。
【請求項３】
　前記内側部分は、熱膨張係数が９・１０－６　Ｋ－１と１４・１０－６　Ｋ－１との間
にあるフェライトステンレス鋼の層からなることを特徴とする請求項１又は２に記載の調
理容器。
【請求項４】
　フェライトステンレス鋼の層がオーステナイトステンレス鋼の２層間に挿入されている
、請求項３に記載の調理容器。
【請求項５】
　前記内側部分が、フェライトステンレス鋼の層からなり、前記フェライトステンレス鋼
の化学組成が、
【化３】

の重量パーセントで、残りは、鉄、及び溶錬から生じる不純物であることを特徴とする請
求項３または４に記載の調理容器。
【請求項６】
　前記内側部分が、３０℃と３５０℃との間のキュリー温度を有する強磁性合金層からな
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の調理容器。
【請求項７】
　前記内側部分が、オーステナイトステンレス鋼の２層間に挿入されている、請求項６に
記載の調理容器。
【請求項８】
　前記内側部分が強磁性合金層からなり、前記強磁性合金の化学組成が、
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【化４】

の重量パーセントであり、残りは、鉄、及び溶錬から生じる不純物であり、該化学組成が
、さらに以下の関係：
【化５】

を満たすことを含むことを特徴とする請求項６または７に記載の調理容器。
【請求項９】
　前記内側部分が、オーステナイトステンレス鋼の２層間に挿入されている、請求項８に
記載の調理容器。
【請求項１０】
　前記外側部分が、４７％から５５％のニッケル、７％から１３％のクロム、０％から８
％のコバルトを含有し、２２０℃と２９０℃との間のキュリー温度である強磁性合金層か
らなり、また、調理容器が、１６％から２１％のクロムおよび０．４％から０．６％のチ
タンを含有するフェライトステンレス鋼合金、または１６％から２１％のクロム、０．６
％から１．５％のモリブデンおよび０．３％から０．７％のニオブを含有するフェライト
ステンレス鋼合金からなる内側部分を含み、前記内側部分が外側部分の強磁性合金のキュ
リー温度を超えるキュリー温度および１０・１０－６　Ｋ－１と１４・１０－６　Ｋ－１

との間の熱膨張係数を有し、前記コアがアルミニウム、アルミニウム合金および銅のうち
から選択される少なくとも１つの層を含むことを特徴とする、食品を調理またはフライに
することを意図した請求項３から５のいずれか一項に記載の調理容器。
【請求項１１】
　食品が米、魚または肉である、請求項１０に記載の調理容器。
【請求項１２】
　前記外側部分が、４４％から４７％のニッケル、１２％から１５％のクロムを含有し、
キュリー温度が１１０℃と１６０℃との間である強磁性合金層からなり、また、調理容器
が１９％から２１％のクロムおよび０．４％から０．６％のチタンを含有するフェライト
ステンレス鋼合金からなり、前記外側部分の強磁性合金のキュリー温度を超えるキュリー
温度の内側部分を含み、前記コアがアルミニウム、アルミニウム合金および銅のうちから
選択される少なくとも１つの層を含むことを特徴とする、食品の調理を意図した請求項３
から５のいずれか一項に記載の調理容器。
【請求項１３】
　食品が野菜または果物である、請求項１２に記載の調理容器。
【請求項１４】
　前記容器の側壁が、前記容器の基部と同じ多層材料から作製されていることを特徴とす
る請求項１から１３のいずれか一項に記載の容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、多層材料から作製される基部および側壁を含む調理容器および多層材料の物
品に関するものであり、前記容器は、より具体的には誘導による食品の調理用に意図して
いる。
【０００２】
　誘導による食品の調理は、電磁場に対して透明なガラスセラミック製プレートの下に一
般に配置されるインダクタによって実施され、その上に、内容物の加熱が望まれる調理容
器が置かれる。インダクタ内の高周波電流の流れが、容器内に渦電流を誘導し、したがっ
てジュール効果により加熱する電磁場を作る。
【０００３】
　また、ガラスセラミック製プレートを用いない調理用の特定の器具もあり、本発明の主
題を形成するその器具用の材料によって、容器類の製造が可能になるはずである。
【背景技術】
【０００４】
　高エネルギー効率を達成するために、これら容器類に用いられる金属基部は、高電気伝
導度、および２０ｋＨｚと５０ｋＨｚとの間にある使用される操作周波数における磁場の
高増幅を有する。したがって、容器の作業温度範囲において強磁性である合金が一般に使
用される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これら容器類は、食品との接触面に対して高度の耐腐食性を有する必要があるが、洗浄
により劣化してはならないこの基部もまた程度は少ないが高度の耐腐食性を有する必要が
ある。
【０００６】
　これら容器類はまた、容器が形状位置関係、特にインダクタの上部と接触する基部の平
坦を保持するように機械的に安定でなければならない。実際、容器の加熱時、その基部は
膨張しがちである。スカートとも呼ばれる容器の側壁は、基部よりも温度の上昇が小さく
、したがって、膨張が少ないため、この基部に放射状の圧縮力が働く。そうなると、後者
はたわみによってしか膨張できず、そのため組立て品のエネルギー効率が減じ、また、そ
れが発生するノイズおよび騒音のために使用者にとって不快さが増すことになる。この効
果は、容器使用の最初の２、３回は可逆的であるが、このような熱的サイクルを多数回く
り返した後では、基部材料の構造的変化によって、不可逆的な劣化を起こす恐れがある。
この現象は、容器の基部のみが高伝導性材料（例えば、アルミニウムまたは銅）を含有す
る場合に、特に鋭敏である。
【０００７】
　一般に非常に異なる膨張係数を有する種々の層からなる多層材料の場合、この係数の相
違により、容器の基部が変形し、種々の層の接着が局所的剥離へと不可逆的に劣化するこ
とにもなる傾向を示すバイメタル板効果が働き、そのため、誘導加熱の場合ならびに他の
加熱法（ＩＲ、ハロゲンなど）により、容器効率の著しい損失が起こる。
【０００８】
　これらの容器を製造するために、強磁性部分に関して、１７％Ｃｒ－Ｆｅなどのフェラ
イトステンレス鋼、または３層の対称材料、すなわちオーステナイトステンレス鋼／フェ
ライトステンレス鋼／オーステナイトステンレス鋼を使用することが一般に実施されてい
る。これらの材料は、６００℃超のキュリー温度を有する欠点を有し、これは、これら容
器類の基部自体もまた、食品の損失とこげつきならびに容器の劣化をもたらし得る温度に
到達し得ることを意味し、これは６００℃のこの温度のかなり下でもそうである。
【０００９】
　この問題を改善するために、キュリー点が、６０℃と２００℃の間にある合金を含む３
層材料の容器基部を製造することがＦＲ　２　４５３　６２７に提案されている。容器温
度がこのキュリー点以下である限り、合金は強磁性であり、容器を加熱する誘導電流によ
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る損失を生じ得る。容器温度がキュリー点を超えると同時に、前記合金はもはや強磁性で
なくなり、加熱が中止され、容器温度がキュリー点以下に下がる場合にのみ再度回復する
。したがってこのように、容器の熱制御が得られる。しかしながら、このような材料は、
２２０℃から３２０℃の温度範囲に到達できる必要のある食品の調理またはフライイング
に好適ではない。さらに、容器の良好な形状安定性および容器の両面の良好な耐腐食性を
保証することはこの特許において何も提案されていない。
【００１０】
　同じ原理が、６４Ｆｅ－３６Ｎｉなどの合金、２５０℃であるキュリー点を含む３層材
料であって、そのキュリー点が２５０℃であるものから容器類を製造することが提案され
ているＦＲ　２　６８９　７４８に採用されている。しかしながら、このタイプの合金は
、極めて平凡な耐腐食性および極めて低い膨張係数を有している。さらにこの合金は、著
しく高い膨張係数を有する金属層に押し付けられていることから、加熱される際にバイメ
タルストリップ効果による容器基部の変形を生じ、この変形は時には不可逆的となり得る
。さらに、層間結合における劣化も観察されることがあるが、これは周期的なストレスお
よび温度の下でのクリープ現象によるものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　したがって、本発明の目的は、経時的にまたは操作中に変形しない多層基部を有し、そ
の多層材の層が互いに結合を保ち、かつその耐腐食性が両面とも良好である調理容器であ
って、その上、前記容器が容器自体により自動的に制御される温度で食品を料理したり、
フライにすることができ、したがって容器が偶発的に過熱される危険性を避けねばならな
い調理容器を提供することである。
【００１２】
　この目的のために、本発明の第１の主題は、多層材料から作製される基部および側壁を
含む調理容器であって、前記多層材料が、容器の外側から容器の内側まで連続して：
　３０℃と３５０℃との間のキュリー温度および６．５・１０－６　Ｋ－１以上の熱膨張
係数を有する強磁性合金層からなり、厚さｅＥを有し、その化学組成は、
【００１３】

【化１】

の重量パーセントで、Ｍｏ、Ｖ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｓｉ、Ｗ、Ｎｂ、およびＡｌから選択され
る、場合によっては１種または複数の元素を含み、これら元素の総含有量が１０％以下で
あり、残りは、鉄と溶錬から生じる不純物であり、さらに化学組成が、以下の関係：
【００１４】

【化２】

を満足し、強磁性合金の前記層が、オーステナイトステンレス鋼の２層間に場合によって
は挿入されている外側部分、
　アルミニウム、アルミニウム合金および銅のうちから選択される少なくとも１つの層を
含む厚さｅＣを有するコア、
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　場合によっては、６．５・１０－６　Ｋ－１以上の熱膨張係数を有し、非固着性または
耐食性コーティングで被覆されていてもよい内側部分、
を含む調理容器である。
【００１５】
　本発明者らは実際、このような容器は、経時的にも操作中にも、特に機械的性質、形状
、寸法の優れた安定性を示し、容器の基部が加熱中、平坦のままであることを見出した。
好ましい実施態様において、容器の基部および側壁は、同一の多層材料から作製される。
【００１６】
　他の好ましい実施態様において、多層材料は内側部分を含まず、ｅＣ／ｅＥ＝６、より
好ましくはｅＣ／ｅＥ＝１０である。
【００１７】
　他の好ましい実施態様において、内側部分はフェライトステンレス鋼の層からなり、そ
の熱膨張係数が９・１０－６　Ｋ－１と１４・１０－６　Ｋ－１との間であり、場合によ
ってはオーステナイトステンレス鋼の２層間に挿入されており、前記フェライトステンレ
ス鋼の化学組成が、
【００１８】
【化３】

の重量パーセントで含むことが特に好ましく、残りは、鉄と溶錬から生じる不純物である
。
【００１９】
　他の好ましい実施態様において、容器の多層材料が、３０℃と３５０℃との間のキュリ
ー温度を有する強磁性合金層からなる内側部分を含み、場合によってはオーステナイトス
テンレス鋼の２層間に挿入され、前記強磁性合金鋼の化学組成が、
【００２０】
【化４】

の重量パーセントで、Ｍｏ、Ｖ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｓｉ、Ｗ、Ｎｂ、およびＡｌから選択され
た１種または複数の元素を場合によっては含み、これら元素の含有総量が１０％以下であ
り、残りは、鉄と溶錬から生じる不純物であり、さらに化学組成が、以下の関係：
【００２１】
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【化５】

を満たした。
【００２２】
　本発明の第２の目的は、直前に説明し、同じ好ましい実施形態にある多層材料（調理容
器を構成する）で作製する物品である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　次に本発明を、非限定的実施例により与えられる３つの実施態様の詳細な説明により例
示する。
【００２４】
　第１の実施態様は、米、魚または肉などの食品調理またはフライ揚げ用に意図した調理
容器に関する。この種の食品に関して最適の調理温度は、２２０℃と２９０℃の間である
。したがって、インダクタと接触することになる多層材料の外側部分は、４７％から５５
％、好ましくは４８％から５０％のニッケル、および７％から１３％、好ましくは７％か
ら１０％のクロム、場合によっては８％までのコバルトおよび／または銅を含有するＦｅ
－Ｎｉ－Ｃｒ強磁性合金層からなるように選択される。この層は、２２０℃と２９０℃と
の間のキュリー温度、および１０・１０－６　Ｋ－１に近い熱膨張係数を有する。
【００２５】
　多層材料のコアは、アルミニウム、アルミニウム合金および銅のうちから選択される少
なくとも１つの層を含む。このコアの主要機能の１つは、容器内に均一に熱を拡散させる
ことである。
【００２６】
　例として、このコアは、３つのアルミニウムまたはアルミニウム合金層からなり得る。
中心層が他の２層よりも厚く、アルミニウムがより少ないことが好ましい。非常に純粋な
アルミニウムまたはＡＡ　３００３またはＡＡ　３００４タイプのアルミニウム合金のい
ずれかが選択できる。この特定の３層の熱膨張係数は、２２・１０－６　Ｋ－１よりも大
である。
【００２７】
　コアの他の例は、２つのアルミニウム層またはアルミニウム合金層の間に、場合によっ
ては挿入されている銅層からなり得る。
【００２８】
　さらに容器の機械的かつ形状安定性を改善するために、例えば、１６％から２１％のク
ロムおよび０．４％から０．６％チタンを含有するＦｅ－Ｃｒ－Ｔｉのフェライトステン
レス鋼合金から作製された内側部分が加えられ；１６％から２１％のクロム、０．６％か
ら１．５％モリブデンおよび０．３％から０．７％のニオブを含有するＦｅ－Ｃｒ－Ｍｏ
のフェライトステンレス鋼合金を使用することも可能である。使用合金のキュリー温度は
、外側部分のＦｅ－Ｎｉ－Ｃｒ合金のキュリー温度を超え、４００℃超である。その熱膨
張係数は、ここでは１０・１０－６　Ｋ－１と１４・１０－６　Ｋ－１との間である。高
キュリー温度を有するこのような層の容器の内側部分としての使用によって、温度が外側
部分層のキュリー点を超えない場合はほとんど熱を生じず、したがって容器の温度制御を
妨害しない。
【００２９】
　第２の実施態様は、野菜または果物などの食品の調理用に意図した調理容器に関する。
このタイプの食品に関して、最適調理温度は、１１０℃と１６０℃との間である。したが
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って、インダクタと接触することになる多層材料の外側部分は、４４％から４７％のニッ
ケル、および１２％から１５％のクロムを含有する強磁性Ｆｅ－Ｎｉ－Ｃｒ合金層からな
るように選択され、キュリー温度は１４０℃と１６０℃との間である。その熱膨張係数は
、９．５・１０－６　Ｋ－１に近い。
【００３０】
　前記多層材料のコアは、アルミニウム、アルミニウム合金および銅のうちから選択され
る少なくとも１つの層を含む。
【００３１】
　前記容器はまた、１９％から２１％のクロムおよび０．４％から０．６％のチタンを含
有するＦｅ－Ｃｒ－Ｔｉフェライトステンレス鋼合金からなる内側部分を含み、そのキュ
リー温度は、外側部分のＦｅ－Ｎｉ－Ｃｒ合金のキュリー温度を超え、その熱膨張係数は
１１．５・１０－６　Ｋ－１に近い。
【００３２】
　第３の実施態様は、肉または魚などの食品を調理または保温するために意図した調理容
器に関する。このタイプの食品に関して、最適調理温度は、１００℃と２６０℃との間で
ある。したがって、インダクタと接触することになる多層材料の外側部分は、４７．５％
から６０％、好ましくは４８％から５０％のニッケル、および９％から１５％のクロム、
場合によっては、８％までのコバルトおよび／または銅を含有する強磁性Ｆｅ－Ｎｉ－Ｃ
ｒ合金層からなるように選択される。この層のキュリー温度は、１００℃と２６０℃との
間である。その熱膨張係数は、９・１０－６　Ｋ－１と１１・１０－６　Ｋ－１との間で
ある。外側部分の厚さｅＥは、０．１５ｍｍと１．５ｍｍとの間である。
【００３３】
　前記容器は、内側部分を含まないが、多層材料のコアは、アルミニウム、アルミニウム
合金および銅のうちから選択される少なくとも１つの層を含み、その厚さは、１ｍｍと９
ｍｍとの間である。
【００３４】
　容器の機械的かつ形状安定性をさらに増加させるために、アルミニウムコアの厚さを増
加させてもよい。
【００３５】
　これら３つの実施態様に記載された容器類は、経時的に機械的かつ形状的に非常に安定
であり、また、加熱中、平坦を維持する基部を有し、これによってエネルギー消費を最適
にし、食品を均一に料理することを可能にする。それらは、両面とも良好な耐腐食性を有
する。最後に、これら３つの実施態様は、その適用により指定された値の近辺に温度を自
動的に制御する重要な性質を有する。
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